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［2面］防災とボランティア週間 1／15(火)〜21(月) ［3面］江東区議会議員・江東区長選挙の投票日が決定

4／21(日) ［7面］23区合同職員採用説明会、小1支援員(臨時職員)募集、青少年育成指導員(非常勤)募集

今号の
主な内容

区は、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を認め合いながらともに生きる社会の実現を目指しています。障害者差別解消
法や都条例では、行政機関(国・地方公共団体等)と民間事業者(会社やお店・NPO法人等)については、障害のある人への｢不当な差別
的取扱いの禁止｣と｢合理的配慮の提供｣を定めています。差別のない社会の実現に向けて、障害についての理解や関心を深めるとと
もに、区民一人ひとりが障害のある人の立場に立って考え、行動しましょう。

社会全体で障害への理解を深め、差別をなくすために

禁止

×
(してはいけない)

行政機関・民間事業者

都条例

禁止

×
(してはいけない)

禁止

×
(してはいけない)

不当な差別的取扱い
正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスなど

の提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人に
はつけないような条件をつけたりする行為です。

努力義務

△
(するように努力する)

義務

○
(しなければならない)

合理的配慮の提供
障害のある人から、手助けや必要な配慮を求める意

思が伝えられたとき、行政機関や民間事業者が、負担
が重過ぎない範囲で、対話に基づいて必要かつ合理的
な配慮を提供することです。

民間事業者行政機関

障害者差別解消法
障害者差別解消法と都条例

義務
○

(しなければならない)

法では、民間事業者には
努力するよう求めています
が、都条例では｢しなければ
ならない義務｣として定め
ています。

【事例】
○聴覚障害のある人に、筆談や手話など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
○段差がある場合に、車いす利用者の補助をしたり、簡易スロープを設置する。

【事例】
○車いすの利用を理由に、入店を断った。
○障害があることを理由に、アパートを貸さなかった。

障害者差別解消法が平成28年4月に施行され、東京都は平成

30年10月、｢東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に

関する条例(都条例)｣を施行しました。社会全体で障害への理

解を深め、差別をなくす取組みが推進されています。

お困りごとはこちらへご連絡ください

｢不当な差別的取扱いを受けた｣、｢合理的配慮の提供がされなかった｣という方や、｢合
理的配慮の提供をするためにはどのようにすればいいのか｣といった民間事業者の方か
らの相談にも応じています。どなたでもご相談できますので、気軽にご連絡ください。

東京都障害者権利擁護センター
☎5320-4223、℻5388-1413
▢ｅ syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp

●東京都相談窓口(広域支援相談員)

障害者支援課施策推進係
☎3647-4749、℻3699-0329
▢ｅ shisaku-sui-tan@city.koto.lg.jp

●江東区相談窓口

その他に都条例では以下のことを定めています

広域支援相談員を設置
障害者差別に関する相談を、障害者や関係者からだけ
でなく、民間事業者の方からも受け付けています。

紛争解決の仕組みを整備
相談支援を行っても解決しない場合、紛争解決の仕組
みによって、解決を図ります。調整委員会を設け、あっ
せん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。




